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１．はじめに 

 

近年、わが国の土地利用計画において、小売商業

の位置付けが極めて重要になってきている。特に、

都市部における中心市街地問題、郊外部あるいは農

村部における大規模店舗の進出と既存小規模商店の

衰退等の問題は深刻である。 

これらの問題に対しては、平成 12 年の大規模小売

店舗立地法施行、平成 12,13 年の改正都市計画法の

施行等がなされたが、問題解決には至っていない。

この背景には、コンパクトシティの概念を含む適正

な土地利用の実現と市場経済の円滑化という、時と

して相反する社会的要請の中で、国土形成のあり方

に関する抜本的方針が脆弱であることが指摘できる。 

他方、土地利用計画の上で、既成市街地での商業

の活性化および郊外・農村部での大規模店舗の立地

抑制が図られている事例は海外に多く、それらに関

する研究・報告も多い 1),2)。ただし、北欧諸国に関

する研究は多くない。デンマークでは、1997 年の計

画法改正により、郊外型大規模店舗の立地が原則と

して禁止された 3),4), 5)。この意味で、同国の土地利用

計画における小売商業に関する方針と具体的位置付

けは、わが国の今後の土地利用計画に有用な情報を

提供すると考えられる。 

本稿では、デンマークの計画法における小売商業

の位置付けを明らかにするとともに、それらが抱え

る課題に関し検討するものである。 

 

２．デンマークの国土・都市計画システムの概要 6) 

 

デンマークは、14 の県（Amt。英名でカウンティ）

と、275 の基礎自治体(Kommune、以降、コミューネ) 

の２層の自治体で構成される。 

国 土 ・ 都 市 計 画 の 基 幹 法 は 計 画 法 (Lov om 

Planleging,英:The Planning Act)3)である。同法に規定

される計画主体、計画の名称と計画の性格を表-1 に

示す。国レベルでは国土・都市計画の全体的な方向

を 示 す 国 土 計 画 レ ポ ー ト (Landsplanredegøresler, 

英:National Planning Report)と、大規模プロジェクト

に 関 す る 国 土 計 画 指 針 (Landsplandirektiver, 英 : 

National Planning Directives)がある。また、カウンテ

ィは地域計画(Regionplaner,英:Regional Plan)を、コミ

ューネはコミューネ計画 (Kommuneplaner, 英 : Mu-

nicipal Plan)と地区計画(Lokalplaner, 英:Binding Lo-

cal/Neighborhood Plan)を策定する。 

 

３．計画法における小売商業の位置付け 

 

(1) 計画法の概要 

 計画法は 1992 年から施行されている。改正は数度

行なわれているが、小売商業に関しては、’97 年改

正において小売商業計画が位置付けられ、’02 年改

正で関連規定に小規模な修正が加えられた 4)。 

計画法の特徴は、地方分権、市民参加、海岸ゾー

ンおよび小売商業に対する特別な配慮、ローカル・

アジェンダ 21 の推進、大規模開発への環境影響調査

の 5 つである 4)。これは、表-2 に示す計画法の章構

成からも明らかである。すなわち、計画法では、第

2 章「国レベルの計画(National planning)」の中(2b)

に特に小売商業(Retail trade)が位置付けられている。

また、第 3 章「地域計画」と第 4 章「コミューネ計

画」では実施すべき調査と計画内容が規定され、第

5 章「地区計画」では、主に周辺環境（景観や交通）

との調和に関する規定がある。 



その他、第 6 章「計画策定と廃止」、および第 6

章 a「ローカル・アジェンダ 21」に関連事項が記述

されている。本稿では、小売商業の国土・都市計画

における位置付けを明示している国レベルの計画、

地域計画、コミューネ計画に着目することとする。 

 

(2) 国レベルの計画における小売商業の位置付け 

 計画法第 2 章 b は、国土計画レポートと国土計画

指針の内容というよりは小売商業に対する国の基本

姿勢であり、カウンティ、コミューネが従うべき基

本的事項を示すものといえる。 

表-3に第 2章 bの記述のすべてを示す。 表より、

国の小売商業に対する基本姿勢の特徴として、①商

店の多様性の確保、②アクセシビリティの確保、③

都市中心部の重視と郊外での開発の制限、および④

計画によるコントロール、の 4 つを挙げることがで

きる。すなわちデンマークでは土地利用規制を通じ

て、都市・農村部を問わず小規模商店を保護し、ま

た環境的側面からのみならず福祉的側面からも交通

弱者が身近にアクセスできる商店を保護することを

目指している。この目的の下で、郊外部での商店（特

に大規模店舗）の立地を規制するものである。 

 

(3) 地域計画における小売商業の位置付け 

 第 5 条 g～第 10 条が地域計画に関する規定である。

小売商業に関連する条項のみを抜き出し、表-4 に示

す。地域計画では、小売商業の地域構造 (Regional 

Structure of retail trade)（その内容は次章で解説する）

の考慮が義務づけられている。また、ガイドライン

には、大規模店舗（一般商品では床面積 3,000m2、

専門商品では 1,500m2 以上）の開発・出店に関する

計画的観点(planning consideration)からの判断が含ま

れる。この判断は、当該店舗の面積だけでなく、当

該地区内店舗の総床面積まで規定する。すなわち総

レベル 対象人口 計画の種類 法的効果

国土計画レポート 助言的ガイドライン

国土計画指針 カウンティ、コミューネを拘束

平均

約3万5千人

平均 コミューネ計画 コミューネを拘束

約2万人 地区計画 地権者を拘束

基礎
自治体

275 Kommune
(コミューネ)

地方
14 Amt
(カウンティ)

地域計画 カウンティ、コミューネを拘束

表－１　デンマークの国土・都市計画の枠組み
主管

国 環境エネルギー省 500万人

第 2 章 b  小売商業の計画 
第 5 条 c  計画は 
1) 中小規模の町および大都市内の個々の地区におけ

る商店の多様性を推進しなければならない。 
2) 特に徒歩、自転車および公共交通を含む、総ての交

通手段によって良好にアクセスできる地区が小売
商業地区として指定されなければならない。 

3) 人々が買い物のために移動する距離を制限するよ
うな、社会的に持続可能な小売商業構造を推進しな
ければならない。 

第 5 条 d  小売商業の目的に指定された地区は、町中
心部でなければならない。大都市とコペンハーゲン
大都市圏においては、小売商業目的の地区は都市地
区(city district)の中心に指定することができる。 

2. 以上にかかわらず、次のものについては、町あるい
は都市地区の中心部以外で指定することができる。 

1) 町や都市地区、村、サマーコテージ地区その他の中
の限定された部分にのみ供用される商店のための
小さな地区。 

2) 町や都市地区内には収容出来ない、非常に大規模な
床面積を要する特定の商品のみを扱う商店のため
の地区。 

3) 製造施設と隣接した、その会社の製品を販売するた
めの小さな商店のための地区。 

4) 価値ある都市環境の保全のために町の中心で十分
な面積を指定することが不可能な場合の小売商業
の地区。 

3.非常に大規模な床面積を要する特定の商品は、自動
車、木材、建設資材、植物および園芸商品、家具及
び台所ユニット等の、本質的に大規模な商品あるい
は大規模な展示スペースを必要とする商品である。 

第 5 条 e  環境大臣は 2 年ごとに国会の環境および地
域計画委員会にレポートを提出しなければならな
い。レポートは、計画法第 1 条、第 5 条 c および d
に基づいて、小売商業構造に関する地域計画、コミ
ューネ計画、地区計画の傾向とその診断を記述しな
ければならない。 

第 5 条 f  小売目的の総床面積は、建築基準における
床面積算定方法の規定のとおりに計算されなければ
ならない。ただし、地下室において天井と地表面の
差が 1.25m 以下の部分の床面積を含む、との建築基
準の規定は（総床面積の計算から）除外する。 

表－３ 計画法第 2 章 b の内容 

第1章 6 12

2 6a 13

2a 海岸地域の計画 7 ゾーニングと農村ゾーン管理 14

2b 小売商業計画 8 15

3 9 16 行政への強制介入と暫定手段

4 10

5 11

表－２　計画法の構成

管理

異議申立および法的手続

合法化と罰則

行政的規定

地区計画

計画策定と廃止

地役権

ゾーニングの変更

収用、買い取り

目的

国土計画

地域計画

自治体計画

ローカルアジェンダ21

サマーコテージエリア



量規制が存在する。大規模店舗の出店が地域計画に

位置付けられて初めて可能になること、開発・出店

許可が総量規制の観点からも行なわれることは、わ

が国の土地利用計画では位置付けられてないことに

対比して、大きな相違を見いだせる。 

 

(4) コミューネ計画における小売商業の位置付け 

 コミューネ計画には第 4 章(第 11～12 条)が該当す

る。表-5 に小売商業関連の条項を抜粋して示す。コ

ミューネ計画の大きな特徴は、第 11 条 8 に規定され

るレポートであろう。このレポートでは、現在の商

店カテゴリー毎の床面積、アセスメントに基づいて

決定された、新設あるいは用途転換によって将来的

に許容される床面積の上限の指定が記述されなけれ

ばならない。さらに、これらがコミューネ計画の目

標に沿っていることを明示的に要求するものである。 

 

４．小売商業に関わる規定の運用とその課題 

 

 以上が具体的にどのように実現されているかを、

北ユトランド・カウンティおよびオールボー・コミ

ューネを事例として明らかにする。 

 ’97 年の計画法改正後、中心都市オールボー

(Aalborg)を含む全コミューネはカウンティと共同で

第 6 条 6 のレポートを’99 年に公開し 7)、カウンティ

は域内全コミューネのレポートの総括レポートを同

年に公表した 8)。なお、カウンティ議会は’97 年に策

定した地域計画に対し、’97 年改正に伴う補足事項

を 2000 年に可決し、翌年に公表した 9)。 

 

(1) レポートの内容と特徴 

 北ユトランドおよびオールボーが発行したレポー

トの大まかな構成を、それぞれ表-6 と表-7 に示す。

第3章 地域計画 
第 5 条 g 略 
第 6 条  コペンハーゲン大都市圏およびその他のカウ

ンティは地域計画を策定しなければならない。ボー
ンホルムは、地域・コミューネ計画を策定しなけれ
ばならない。地域計画またはボーンホルムの地域・
コミューネ計画は、12 年の期間のカバーしなければ
ならない。 

1～2  略 
3. コペンハーゲン大都市圏、カウンティまたはボーン

ホルムにおける開発の全体的なアセスメントに基づ
いて、地域計画、ボーンホルムにあっては地域・コ
ミューネ計画は、以下に関するガイドラインを含ま
なければならない。 

1)～4)  略 
5) 小売商業の地域構造（第 6 条 b 参照） 
6)～14)  略 
4.～5.  略 
6. 地域計画またはボーンホルムの地域・コミューネ計

画は、計画が基づく前提条件を記述するレポートを
添付しなければならない。同レポートは、想定する
計画実施順序、以前に実行された計画と管理を含む。

7. 略 
8. 商店の規模に対するガイドラインを含む地域計画、

ボーンホルムにあっては地域・コミューネ計画の一
部分をカバーするレポートは、一般商品については
総床面積 3,000m2、専門商品では 1500m2 を越える店
舗の建設に対して、計画的な考慮にもとづく特別な
理由を記述しなければならない。 

第 6 条 a  略 
第 6条 b  計画部局は以下の事項に対し地域計画ガイド

ラインを作成しなければならない。 
1) 店舗面積が、一般商品では総床面積 3,000m2、専門

商品では 1500m2 を越える場合、商店の位置と許可
されうる最大の店舗総床面積、および 

2) 都市地区および 2 次的中心地区における小売商業
目的のための開発における位置と最大許可面積。第
5 条 d-1、一つの区画で全床面積が 3,000m2 を越え
る場合は第 5 条 2-4 参照。 

以下 略 

表－４ 地域計画における小売商業関連条項 

第4章 コミューネ計画 
第 11 条  各コミューネはコミューネ計画を策定しなけ

ればならない。 
2.  略 
3.  コミューネ計画は、コミューネ全域の全体構造と、

コミューネ内の特定の地域に対する地区計画のフレ
ームワークを確立しなければならない。 

4. 全体構造は、コミューネ内の開発と土地利用の全体
的な目的を示さなければならない。それは、住宅、
業務、交通サービス、サービスの供給、市民庭園地
区および他のレクレーション地区の開発を含む。 

5. コミューネ内特定地区の地区計画のためのフレーム
ワークは、以下の事項のために定められなければな
らない。 

1)～2)  略 
3) 既存都市域内の都市再開発 
4) 公的および私的サービスの供給 
5)～9)  略 
7. コミューネ計画は、計画が基づく前提条件を記述す

るレポートを添付しなければならない。同レポート
は、想定する計画実施順序、以前に実行された計画
と管理を含む。 

8. 商店の供給に対するガイドラインを含むコミューネ
計画の一部分をカバーするレポート（5-4 参照）は、
以下を含まなければならない。 

1) 商店の大分類ごとの、各町および都市地区における
小売目的に使用される現在の床面積、および分類ご
との総売上に対するアセスメント 

2) 小売商業目的での新規開発または既存建築の用途
転換に対する必要性のアセスメント 

3) 限定された地区内で許可されている商店群の商圏
を含む、小売商業構造の目標の概略 

4) コミューネ計画がいかにコミューネの全体構造の
目的を推進するかに関する情報。これは、提案が、
どのように中小規模の町、および小売商業目的とし
て指定されることを提案された地区の都市的環境
における商店の多様な供給を推進するかを含む。 

5) 小売商業目的に指定された地区に様々な手段を利
用して移動する人々のアクセシビリティの概略 

6) 店舗面積が一般商品では総床面積 3,000m2 を、専門
商品では 1500m2 を越える店舗の設立に対する特別
な理由に関する情報 

表－５ コミューネ計画における小売商業関連 
条項 



それぞれの目次構成は若干異なるものの、コミュー

ネのレポートで記載された内容がカウンティのレポ

ートに整理されていると考えてよい。前章(3)の「小

売商業の地域構造」は計画法では限定されていない

ものの、表-7 の事項が、その内容として了解されて

いるといえる。これらの内容は、わが国では商業系

の調査や TMO による計画により調査されることが

通常であるが、デンマークではこれらの調査を実施

し、それに基づいて土地利用規制計画を策定し実施

している点で、規制が現実化されているといえる。 

 

(2) 地域計画補足事項 No.669)の内容と特徴 

地域計画補足事項 9)は大きくは、a)小売構造、b)

ガイドラインとコメント、c)地図の 3 部構成になっ

ている。a)には、計画法が定める目標(第 5 条)ととも

に、カウンティの 2 つの目標が記述されている。 

①コミューネの中心と大きな地区の中心における日

用品商店は維持され、強化されなければならない。

また地域中心と大きなコミューネの中心における商

店の多様性も維持され、強化されなければならない。 

②都市地区(urban area)および都市地区(town district)

の中心は、商業サービスの供給の拠点とならなけれ

ばならない。同時に、商店は街の環境とその地域の

中心機能を支援しなければならない。 

すなわち、小規模店舗を含む多様な商店を維持す

ることと、既存の都市域の中心での商業を維持・強

化することのために、郊外型大規模店舗を規制する

ことが読み取れよう。 

以上の目標を実現するための地区指定が地図上に

示されている。ちなみに、図-1 はオールボーでの地

区指定の概略を示す。これらの地区ごとに、小売目

的の床面積の現況、および将来的に新設あるいは用

途転換によって許容される床面積の上限値が、b) ガ

イドラインとコメントの中で定められている。 

 

５．おわりに 

 

以上のように、デンマークでは国土、カウンティ、

コミューネ各々のレベルの計画において、小売商業

に関する方針と規制が明確に位置付けられていると

言える。しかし現実的には、「日用品」や「大規模な

床面積を要する特定の商品」、あるいはアセスメント

実施の要件である「大規模開発」の解釈には幅があ

り、結果的に郊外部における大規模商業施設の立地

が許容されている例も存在する 10)。これらの内容に

関しては、講演当日に報告する予定である。 
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図－１ オールボー・コミューネにおける

小売地区指定 

1) はじめに 
2) 現況と開発の展望 
3) 商店の構造 
4) 観光 
5) 消費と地区別のシェア 
6) 日用品 

7) 衣料 
8) その他の商品 
9) 商圏の推定 
10) 店舗面積と規模 
11) 全国的な進展傾向 
12) 定義と手法 

表－６ カウンティのレポート構成 

1) コミューネ内の地区別・商品カテゴリー（日用品、
衣料、一般品、専門品）別の商店数 

2) 地区別・系列（資本系列、自主的系列、個店）別の
商店数 

3) 地区別・商品カテゴリー別の総床面積 
4) 地区別・商品カテゴリー別の総取引額 
5) 地区別・商品カテゴリー別消費額 
6) 地区別の購買シェア 
7) 総括 

表－７ コミューネのレポート構成 


